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国内・海外販路開拓支援事業
□対象者
市内に事業所があり１年以上事業を営む、製造事業者又は情報サービス事業者で納

期限の到来した市税を完納していること

□対象事業
販路開拓または販売促進のために国内外で行われる製品、技術等を紹介する展示会

等（オンラインを含む）へ出展する事業

□対象経費（消費税及び地方消費税並びに振込手数料を除く）

次の対象経費の合計が１０万円以上の事業が対象

(1) 会場使用料、小間料、登録料等の出展料金又はこれに類する経費

 (2) 展示場所の設営及び装飾に要する経費

(3) オンライン商談に要する機器のレンタルに係る経費

(4) オンライン商談における商談機能の拡充に係る経費

 (5) 展示物品の輸送に係る経費（自社による輸送の場合を除く。）

□補助額
 (1) 国内で開催される展示会等 経費の１／２以内で上限２０万円

（事業協同組合が出展の場合、上限50万円）

 (2) 海外で開催される展示会等 経費の１／２以内で上限５0万円

小千谷市 商工業振興補助事業のお知らせ

本内容はあくまで概要になります。詳細は、小千谷市商工振興課までお問い合わせください。

住所：小千谷市城内2丁目7番5号（市役所本庁舎 3階） TEL：0258-83-3556（直通） FAX：0258-83-2789（市役所代表） E-mail：syoko@city.ojiya.niigata.jp

地場産品開発支援事業
□対象者（中小企業者対象）

・市内に事業所があり1年以上事業を営む、食料品事業者又は雑貨等製造事業者で納期限の

到来した市税を完納していること。

・おぢやブラッシュアップ相談会または新潟県よろず支援拠点において開発または改良しよ

うとする地場産品についての相談支援を受けていること。

□対象商品
（食料品事業者又は雑貨等製造事業者が製造し、自社製品として販売する地場産品に限る）

(1)おぢやファンクラブ推奨品または推奨品の認定を受けようとする地場産品

(2)小千谷市ふるさと納税返礼品または返礼品へ提案する地場産品

□対象経費（消費税及び地方消費税並びに振込手数料を除く）

新商品の開発または既存商品の改良にかかる経費

（試作費、広告費、デザイン料(新商品開発のみ)など）

□補助額
(1) 新商品を開発する場合 補助対象経費の１／２以内で上限３０万円
(2) 既存商品を改良する場合 補助対象経費の１／２以内で上限２０万円

魅力ある商店街づくり支援事業
□対象者
市内商店街振興組合、事業協同組合、任意の商店会等、小千谷商工会議所

□対象経費（消費税及び地方消費税並びに振込手数料を除く）

商店街及び本市の魅力向上、集客・にぎわいに繋がると認められる取組みに要する次の経費

 (1) 印刷費 (4) 委託費

(2) 広告宣伝費 (5) 環境整備費

(3) 備品の購入費

□補助額
補助対象経費の１／２以内で上限５０万円

ＥＣ（電子商取引）活用支援事業
□対象者
市内に事業所があり1年以上事業を営む、中小企業者で納期限の到来した市税を完納

していること

□対象経費（消費税及び地方消費税並びに振込手数料を除く）

ＥＣ機能の導入、拡充またはＥＣモール出店にかかる経費

【ＥＣモールとは】

・Ａｍａｚｏｎ、楽天市場、新潟直送計画など

□補助額
補助対象経費の１／２以内で上限１０万円
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出店・開業促進事業
□対象者
市内で開業、事業拡大または事業承継をする者で、納期限の到来した市税等を完納し

ていること

【開業】

・事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始する場合

（小千谷商工会議所または小千谷市主催の「創業塾」を受講すること）

・既に市外で事業を営んでいる事業者が、市内で新たに事業所を設置する場合

【事業拡大】 ※既存の事務所の増築は対象外

・既に市内で事業を営んでいる事業者が、既存の事業所を継続した上で、

市内で新たに事業所を設置する場合

【事業承継】

・市内で５年以上事業を営んでいる中小企業者から別の者が事業を承継し、

継続して事業を実施する場合

□対象経費(消費税及び地方消費税並びに振込手数料を除く)

開業、事業拡大または事業承継にかかる、事業所の新築または改装に要する次の経費

(1) 外装または内装工事

(2) 給排水衛生設備工事、空調設備工事または電気設備工事

(3) その他これらに類する工事

□補助額
 (1) 開業する者 補助対象経費の１／２以内で上限６０万円

(2) 事業拡大する者 補助対象経費の１／２以内で上限３０万円

 (3) 事業承継する者 補助対象経費の１／２以内で上限３０万円

【加算額】 ※空き店舗等を利用して事業所を設置する場合に限る

・商店街区域 ５０万円

・都市再生整備計画区域（西小千谷市街地地区） ４０万円

ものづくり研究・開発支援事業

□対象者
市内に事業所があり１年以上事業を営む、中小企業者等で納期限の到来した市税を完納し

ていること

□対象事業
学術機関と連携し、学術機関の持つ研究シーズ等の活用や新たな技術研究に取り組み、付

加価値の高い新製品開発を進める事業

【学術機関とは】 ・国内における大学及び短期大学

・国内における高等専門学校及び高等学校

・新潟県が運営する研究機関

・その他市長が必要と認める機関

□対象経費（消費税及び地方消費税並びに振込手数料を除く）

謝金、研修費及び指導費、原材料費、外注費、委託費、調査費、消耗品費など

□補助額
補助対象経費の１／２以内で上限１００万円（同一事業について３年度が限度）

中小企業研修補助事業 【対象研修機関拡充】

□対象者
市内に事業所を有する法人または個人で次の基準に該当するもの

【業種】 【資本金規模・従業員規模】

・製造業、建設業等 3億円以下または300人以下

・卸売業 1億円以下または100人以下

・小売業 5千万円以下または50人以下

・サービス業 ５千万円以下または100人以下

□対象経費
独立行政法人中小企業基盤整備機構中小企業大学校又は公益財団法人にいがた産業創造機

構（NICO）の研修受講料

□補助額
補助対象経費の１／3以内で上限5万円（研修ごとに1事業所あたり1人）

小千谷市 商工業振興補助事業のお知らせ令和６年度

※国・県等から補助金等の交付を受ける場合は、当該補助金等の額を補助対象

 経費から除いて算出します。

※各補助金の予算に達した時点で受付を終了します。

※一部の補助事業を除き、原則、事業開始前に申請の手続きが必要となります。

 事業実施後の申請は対象外となりますので、ご注意願います。


